
令和      年    月  日 

 

清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付申込書 
 

（あて先）清瀬市長 

 
 清瀬市防犯機器等購入緊急補助金について、清瀬市防犯機器等購入緊急補助金交付要綱第５条の規定

により、下記のとおり補助金の交付を申込みます。 

申込者 

（世帯主） 

フ   リ   ガ   ナ   

氏          名   

現    住    所 〒 

電  話  番  号   

購入機器名  

補助金 

申込額 
                       円  

 

※該当する項目に☑を入れてください。 

誓約・確認事項 チェック欄 

（１）市内に住民登録があり、かつ居住の実態があること。 □ 

（２）１世帯で複数の申込みがなされていないこと。 □ 

（３）管理者や管理組合など住民以外からの申込みではないこと。 □ 

（４）店舗や事務所等への設置ではないこと。（自宅を兼ねている場合は住宅部分であること） □ 

（５）共同住宅に設置する場合、管理者等の同意を得ていること。 □ 

（６）賃貸物件に設置する場合、所有者や管理者等の同意を得ていること。 □ 

（７）カメラ機能が付いている機器の場合、設置場所及び撮影範囲が、申込者である住民の管

理の及ぶ範囲内であること。撮影範囲内にやむを得ず管理の及ばない範囲が入る場合は、当

該撮影範囲に及ぶ住宅等の使用者から同意を得る、画像データについて適正な管理をするな

ど、近隣住民のプライバシー保護に万全を期していること。 

□ 

（８）新たに購入・設置する防犯機器等であること。 □ 

（９）設置工事費を申込みする場合、専門業者が設置していること。 □ 

（１０）転売・譲渡等を目的としていないこと。 □ 

（１１）他の東京都補助事業に重複して申請していないこと。 □ 

（１２）補助要件を満たしていないこと、虚偽の申込みその他不正の手段により補助金の交付を

受けたことが判明した場合、補助金を速やかに返還すること。 
□ 

【提出書類】 

（１）防犯機器の製品名（型番）、設置工事等の内容、その施工日又は購入日、支払金額、領収年月日等が記載

された領収書その他の書類の写し 

（２）申込者の本人確認書類（氏名、住所及び生年月日が分かる公的な証明書）の写し 

（３）施工後又は設置後の写真 

（４）防犯カメラを設置する場合は、設置箇所及び撮影範囲がわかる図面または、写真 


